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(57)【要約】
【課題】　壁パネルについて洗い場床を固定するための
壁強度の確保が不要で、また、壁パネルに傷を付け難い
施工態様にできるようにする。
【解決手段】洗い場床設置域Ａの周辺の下側を構成する
支持フレーム２と、支持フレーム２に支持させた壁パネ
ル３と、支持フレーム２に支持させた洗い場床４とを備
え、支持フレーム２は、洗い場床設置域Ａの周辺に沿う
枠フレーム材５（６，７，８）を連結したものであり、
各枠フレーム材５（６，７，８）は、洗い場床４を載置
させた床載置用片部１０と、床載置用片部１０の外縁か
ら上方へ延びる起立片部１１と、起立片１１の上縁から
外側へ延びる伏倒片部１２（１４）とが連続的に形成さ
れ、伏倒片部１２に壁パネル３を載置し、床載置用片部
１０と洗い場床４の間に設けた床用連結構造１６で洗い
場床４を床載置用片部１０に連結した浴室ユニットの洗
い場構造。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　洗い場床設置域の周辺の下側を構成する支持フレームと、支持フレームに支持させた壁
パネルと、支持フレームに支持させた洗い場床とを備え、支持フレームは、洗い場床設置
域の周辺に沿う枠フレーム材を連結したものであり、各枠フレーム材は、洗い場床を載置
させた床載置用片部と、床載置用片部の外縁から上方へ延びる起立片部と、起立片の上縁
から外側へ延びる伏倒片部とが連続的に形成され、伏倒片部に壁パネルを載置し、床載置
用片部と洗い場床の間に設けた床用連結構造で洗い場床を床載置用片部に連結したことを
特徴とする浴室ユニットの洗い場構造。
【請求項２】
　洗い場床の下面側に形成された一方の係合部と、枠フレーム材の床載置用片部に形成さ
れた他方の係合部で前記床用連結構造を形成し、両方の係合部を着脱自在に係合させた請
求項１に記載の浴室ユニットの洗い場構造。
【請求項３】
　隣接する一方の枠フレーム材の起立片部又は伏倒片部から延びる立ち片部及び他方の枠
フレーム材の起立片部のいずれか一方に設けた一方の係合部と、他方に設けた他方の係合
部とで枠フレーム材用連結構造を形成し、両方の係合部を係合させて隣接する枠フレーム
材どうしを連結して隣接する枠フレーム材どうしの鉛直方向又は水平方向の分離を拘束し
た請求項１又は２記載の浴室ユニットの洗い場構造。
【請求項４】
　対峙する枠フレーム材の床載置用片部どうしを連結する第１補強フレーム材を備え、第
１補強フレーム材に水平に延びる鍔片部を形成し、枠フレーム材の床載置用片部及び第１
補強フレーム材の鍔片部のいずれか一方に設けた一方の係合部と、他方に設けた他方の係
合部で枠・補強フレーム材用連結構造を形成し、対峙する枠フレーム材の長手方向に沿っ
た第１補強フレーム材の移動で両方の係合部を係合させて、連結した枠フレーム材と第１
補強フレーム材の鉛直方向の分離を拘束すると共に、対峙する枠フレーム材どうしの接離
方向への移動を第１補強フレーム材で拘束した請求項１、２又は３記載の浴室ユニットの
洗い場構造。
【請求項５】
　第１補強フレーム材に対峙する枠フレーム材の床載置用片部と第１補強フレーム材を連
結する第２補強フレーム材を備え、第２補強フレーム材に水平に延びる鍔片部を形成し、
枠フレーム材の床載置用片部又は第２補強フレーム材の鍔片部のいずれか一方に設けた一
方の係合部と、他方に設けた他方の係合部で枠・補強フレーム材用連結構造を形成し、第
１補強フレーム材の鍔片部及び第２補強フレーム材の鍔片部のいずれか一方に設けた一方
の係合部と、他方に設けた他方の係合部で補強フレーム材どうし用連結構造を形成し、対
峙する第１補強フレーム材と枠フレーム材の長手方向に沿った第２補強フレーム材の移動
で前記枠・補強フレーム材用連結構造の両方の係合部を係合させると共に補強フレーム材
どうし用連結構造の両方の係合部を係合させて、枠フレーム材と第２補強フレーム材の鉛
直方向の分離及び第２補強フレーム材と第１補強フレーム材の鉛直方向の分離を拘束する
と共に、対峙する第１補強フレーム材と枠フレーム材の接離方向への移動を第２補強フレ
ーム材で拘束した請求項４記載の浴室ユニットの洗い場構造。
【請求項６】
　第１補強フレーム材及び枠フレーム材の少なくとも一方に脚用切起し部を形成した請求
項４記載の浴室ユニットの洗い場構造。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、浴室ユニットの洗い場構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の浴室ユニットの洗い場構造には、洗い場床設置域の周辺の下側を構成する支持フ
レームと、支持フレームに被せた壁載置部材と、支持フレームに壁載置部材を介して支持
させて建て込んだ壁パネルと、壁パネルを建て込んだ後に支持フレームに壁載置部材を介
して支持させて設置した洗い場床とを備え、洗い場床の周辺立上片を浴室内側から壁パネ
ルに対してネジ等で固定したものがある（特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－２６８９９５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前記浴室ユニットの洗い場構造は、洗い場床の固定が壁パネルに依存するため、壁強度
の確保が必要となる問題があり、また、洗い場床の周辺立上片が壁パネルに接近するため
、洗い場床を設置するとき壁パネルに傷を付け易い施工態様となる。更に、前記浴室ユニ
ットの洗い場構造は、洗い場床の周辺立上片を浴室内側から壁パネルに対してネジ等で固
定することにより貫通孔が形成されるため、止水の不安がある。
【０００５】
　本発明は、前記問題を解決するために、壁パネルについて洗い場床を固定するための壁
強度の確保が不要で、また、壁パネルに傷を付け難い施工態様にできる浴室ユニットの洗
い場構造の提供を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　壁パネルについて洗い場床を固定するための壁強度の確保が不要で、また、壁パネルに
傷を付け難い施工態様にできるようにするために請求項１記載の本発明が採用した手段は
、図１乃至図３に示す如く、洗い場床設置域Ａの周辺の下側を構成する支持フレーム２と
、支持フレーム２に支持させた壁パネル３と、支持フレーム２に支持させた洗い場床４と
を備え、支持フレーム２は、洗い場床設置域Ａの周辺に沿う枠フレーム材５（６，７，８
）を連結したものであり、各枠フレーム材５（６，７，８）は、洗い場床４を載置させた
床載置用片部１０と、床載置用片部１０の外縁から上方へ延びる起立片部１１と、起立片
１１の上縁から外側へ延びる伏倒片部１２（１４）とが連続的に形成され、伏倒片部１２
に壁パネル３を載置し、床載置用片部１０と洗い場床４の間に設けた床用連結構造１６で
洗い場床４を床載置用片部１０に連結したことを特徴とする浴室ユニットの洗い場構造で
ある。
【０００７】
　洗い場床の床下点検等をできるようにするために請求項２記載の本発明が採用した手段
は、図２に示す如く、洗い場床４の下面側に形成された一方の係合部１７と、枠フレーム
材８（６）の床載置用片部１０に形成された他方の係合部１８で前記床用連結構造１６を
形成し、両方の係合部１７，１８を着脱自在に係合させた請求項１に記載の浴室ユニット
の洗い場構造である。
【０００８】
　施工現場における隣接する枠フレーム材どうしの連結を容易にするために請求項３記載
の本発明が採用した手段は、図６、図７及び図１に示す如く、隣接する一方の枠フレーム
材６（８）の起立片部１１又は伏倒片部１２から延びる立ち片部２１及び他方の枠フレー
ム材７（５）の起立片部１１のいずれか一方に設けた一方の係合部２２と、他方に設けた
他方の係合部２３とで枠フレーム材用連結構造２０を形成し、両方の係合部２２，２３を
係合させて隣接する枠フレーム材（６と５、６と７、８と５、８と７）どうしを連結して
隣接する枠フレーム材（６と５、６と７、８と５、８と７）どうしの鉛直方向又は水平方
向の分離を拘束した請求項１又は２記載の浴室ユニットの洗い場構造である。
【０００９】
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　請求項３記載の本発明において、図７に示す如く、一方の係合部２２を、一方の枠フレ
ーム材６（８）の立ち片部２１又は他方の枠フレーム材７（５）の起立片部１１に切起し
等で突設して水平方向へ延ばした係合用片部２２Ａで形成すると共に、他方の係合部２３
を、他方の枠フレーム材７，（５）の起立片部１１又は一方の枠フレーム材６（８）の立
ち片部２１に開設した係合用開口部２３Ａで形成し、係合用開口部２３Ａに係合した係合
用片部２２Ａと立ち片部２１又は起立片部１１で係合用開口部２３Ａの縁部２３Ａａを挟
持して係合させることもある。
【００１０】
　また、請求項３記載の本発明において、図８に示す如く、一方の係合部２２を、一方の
枠フレーム材６（８）の立ち片部２１に切起し等で突設して鉛直方向に沿って下方へ延ば
した係合用片部２２Ａで形成すると共に、他方の係合部２３を、他方の枠フレーム材７，
（５）の起立片部１１に開設した係合用開口部２３Ａで形成し、係合用開口部２３Ａに係
合した係合用片部２２Ａと立ち片部２１で係合用開口部２３Ａの縁部２３Ａａを挟持して
係合させることもある。
【００１１】
　対峙する枠フレーム材どうしを強固に連結するために請求項４記載の本発明が採用した
手段は、図１０、図１１、図１及び図３～図６に示す如く、対峙する枠フレーム材５，７
の床載置用片部１０どうしを連結する第１補強フレーム材２６を備え、第１補強フレーム
材２６に水平に延びる鍔片部３３を形成し、枠フレーム材５，７の床載置用片部１０及び
第１補強フレーム材２６の鍔片部３３のいずれか一方に設けた一方の係合部２８と、他方
に設けた他方の係合部２９で枠・補強フレーム材用連結構造２７を形成し、対峙する枠フ
レーム材５，７の長手方向に沿った第１補強フレーム材２６の移動（図１０（Ａ）、図１
１及び図４中の矢符Ｅ方向への移動）で両方の係合部２８，２９を係合させて、連結した
枠フレーム材５，７と第１補強フレーム材２６の鉛直方向の分離を拘束すると共に、対峙
する枠フレーム材５，７どうしの接離方向（図１０（Ａ）及び図４中の左右方向）への移
動を第１補強フレーム材２６で拘束した請求項１、２又は３記載の浴室ユニットの洗い場
構造である。
【００１２】
　請求項４記載の本発明において、図１０及び図１１に示す如く、一方の係合部２８を、
枠フレーム材５，７の床載置用片部１０又は第１補強フレーム材２６の鍔片部３３に切起
し等で突設して水平方向へ延ばした係合用片部２８Ａで形成すると共に、他方の係合部２
９を、第１補強フレーム材２６の鍔片部３３又は枠フレーム材５，７の床載置用片部１０
に開設した係合用開口部２９Ａで形成し、係合用開口部２９Ａに係合した係合用片部２８
Ａと床載置用片部１０又は鍔片部３３で係合用開口部２９Ａの縁部２９Ａａを挟持して係
合させることもある。
【００１３】
　第１補強フレーム材に対峙する枠フレーム材と第１補強フレーム材を強固に連結するた
めに請求項５記載の本発明が採用した手段は、図１３、図１、図３，図４及び図６に示す
如く、第１補強フレーム材２６に対峙する枠フレーム材８（６）の床載置用片部１０と第
１補強フレーム材２６を連結する第２補強フレーム材３５を備え、第２補強フレーム材３
５に水平に延びる鍔片部３３を形成し、枠フレーム材８（６）の床載置用片部１０又は第
２補強フレーム材３５の鍔片部３３のいずれか一方に設けた一方の係合部２８と、他方に
設けた他方の係合部２９で枠・補強フレーム材用連結構造２７を形成し、第１補強フレー
ム材２６の鍔片部３３及び第２補強フレーム材３５の鍔片部３３のいずれか一方に設けた
一方の係合部３８と、他方に設けた他方の係合部３９で補強フレーム材どうし用連結構造
３７を形成し、対峙する第１補強フレーム材２６と枠フレーム材８（６）の長手方向に沿
った第２補強フレーム材３５の係合のための移動（図１３（Ａ）及び図４中の矢符Ｆ方向
への移動）で前記枠・補強フレーム材用連結構造２７の両方の係合部２８，２９を係合さ
せると共に補強フレーム材どうし用連結構造３７の両方の係合部３８，３９を係合させて
、枠フレーム材８（６）と第２補強フレーム材３５の鉛直方向の分離及び第２補強フレー
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ム材３５と第１補強フレーム材２６の鉛直方向の分離を拘束すると共に、対峙する第１補
強フレーム材２６と枠フレーム材８（６）の接離方向への移動を第２補強フレーム材３５
で拘束した請求項４記載の浴室ユニットの洗い場構造である。
【００１４】
　施工現場における脚部を設けるための作業工数の低減と共に脚部の部材点数の低減を図
るために請求項６記載の本発明が採用した手段は、図１０及び図１２（Ａ）に示す如く、
第１補強フレーム材２６及び枠フレーム材５（６，７，８）の少なくとも一方に脚用切起
し部４１を切起し形成した請求項４記載の浴室ユニットの洗い場構造である。
【発明の効果】
【００１５】
　請求項１記載の本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造は、床載置用片部に載置した洗
い場床を床載置用片部に連結することで、洗い場床の固定を壁パネルに依存させることが
なくなるため、壁パネルについて洗い場床を固定するための壁強度の確保が不要になると
共に、壁パネルに洗い場床を接近させる必要がなくなり、壁パネルに傷を付け難い施工態
様にできる。
【００１６】
　請求項２記載の本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造は、洗い場床の固定が簡易に行
えると共に、洗い場床に設けた一方の係合部と枠フレーム材に設けた他方の係合部を離脱
させて洗い場床を撤去することで、洗い場床の床下点検等が可能となる。
【００１７】
　請求項３記載の本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造は、一方の枠フレーム材の起立
片部又は伏倒片部から延びる立ち片部に設けた一方の係合部と、他方の枠フレーム材に設
けた他方の係合部を係合させて隣接する枠フレーム材どうしを連結するため、施工現場に
おける隣接する枠フレーム材どうしの連結を容易にすることができる。また、連結部材を
別途必要としないため、部材点数を少なくすることができる。
【００１８】
　請求項４記載の本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造は、対峙する枠フレーム材の床
載置用片部どうしを第１補強フレーム材で強固に連結して、枠フレーム材で枠組みされた
支持フレームの強度を増大できる。
【００１９】
　請求項５記載の本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造は、対峙する第１補強フレーム
材と枠フレーム材を第２補強フレーム材で強固に連結して、枠フレーム材で枠組みされた
支持フレームの強度を増大できる。
【００２０】
　請求項６記載の本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造は、枠フレーム材及び第１補強
フレーム材の少なくとも一方に脚用切起し部が切起し形成されているため、施工現場にお
いて脚部を取り付ける手間が不要となり、施工現場における作業工数の低減を図ることが
できると共に、脚部の部材点数の低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造の実施の形態を示す平面図であって、壁
パネルの一部を省略すると共に、洗い場床の一部を切り欠いたものである。
【図２】図１の破線円イの箇所の支持フレームを構成する枠フレーム材の床載置用片部に
洗い場床を載置して連結する手順を示す斜視図であって、図（Ａ）は洗い場床の載置前の
状態を示し、図（Ｂ）は洗い場床を載置して連結した状態を示すものである。
【図３】組立てられた支持フレームに浴槽設置用フレームを連結した状態を示す斜視図で
ある。
【図４】支持フレームを構成する各部材を分離した状態を示す平面図である。
【図５】支持フレームの組み立て途中の状態を示す平面図である。
【図６】組立てられた支持フレームを示す平面図である。
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【図７】図６の破線円ロの箇所の枠フレーム材どうしの連結を説明するものであって、図
（Ａ）は枠フレーム材どうしを分離した状態の平面図、図（Ｂ）は枠フレーム材どうしを
連結した状態の平面図、図（Ｃ）は枠フレーム材どうしを分離した状態の斜視図、図（Ｄ
）は枠フレーム材どうしを連結した状態の斜視図、図（Ｅ）は図（Ｄ）のｅ－ｅ線におけ
る断面図、図（Ｆ）は別態様におる連結状態の断面図である。
【図８】図６の破線円ロの箇所の別態様を示すものであって、図（Ａ）は枠フレーム材ど
うしを分離した状態の斜視図、図（Ｂ）は枠フレーム材どうしを連結した状態の斜視図、
図（Ｃ）は図（Ｂ）のｂ－ｂ線における断面図である。
【図９】図６の破線円ロの箇所の更に別態様を示すものであって、図（Ａ）は別態様の枠
フレーム材どうしを分離した状態の平面図、図（Ｂ）は枠フレーム材どうしを連結した状
態の平面図、図（Ｃ）は枠フレーム材どうしを分離した状態の斜視図、図（Ｄ）は枠フレ
ーム材どうしを連結した状態の斜視図である。
【図１０】図６の破線楕円ニの箇所の枠フレーム材と補強フレーム材の連結を説明するも
のであって、図（Ａ）は枠フレーム材と補強フレーム材を分離した状態の斜視図、図（Ｂ
）は枠フレーム材と補強フレーム材を連結した状態の斜視図、図（Ｃ）は枠フレーム材と
補強フレーム材を連結した状態の断面図である。
【図１１】図１０（Ｂ）のＣ１１－Ｃ１１線のおける断面図であって、図（Ａ）は連結前
の状態を示し、図（Ｂ）は連結後の状態を示すものである。
【図１２】図６の破線円ニの箇所の別態様の補強フレーム材と枠フレーム材の連結を示す
ものであって、図（Ａ）は切起し形成した両端持ちの脚用切起し部を備えた態様の断面図
、図（Ｂ）は脚用切起し部を切起し形成しない態様の断面図である。
【図１３】図６の破線楕円ハの箇所の枠フレーム材と補強フレーム材の連結を説明するも
のであって、図（Ａ）は枠フレーム材と補強フレーム材を分離した状態の斜視図、図（Ｂ
）は枠フレーム材と補強フレーム材及び補強フレーム材どうしを連結した状態の斜視図で
ある。
【図１４】支持フレームに浴槽設置用フレームを連結する前の状態を示す斜視図であって
、図（Ａ）は全体図、図（Ｂ）は要部を拡大したものである。
【図１５】支持フレームに排水用具を取付ける手順を説明する斜視図であって、図（Ａ）
は連結前の状態を示し、図（Ｂ）は連結後の状態を示すものである。
【図１６】図１の破線円イの箇所の別態様を示すものであって、支持フレームを構成する
枠フレーム材の床載置用片部に環状パッキンを介して洗い場床を載置して連結する手順を
示す斜視図であって、図（Ａ）は洗い場床の載置前の状態を示し、図（Ｂ）は洗い場床を
載置して連結した状態を示すものである。
【図１７】図（Ａ）は支持フレームに環状パッキンを取付ける前の状態を示す斜視図、図
（Ｂ）は図（Ａ）の破線円ホの箇所を拡大した斜視図である。
【図１８】支持フレームを構成する枠フレーム材の床載置用片部に環状パッキンを介して
洗い場床を載置して連結する更に別態様を示す断面図であって、図（Ａ）は連結前の状態
を示し、図（Ｂ）は連結後の状態を示し、図（Ｃ）は異なる態様の連結後の状態を示すも
のである。
【図１９】支持フレームに洗い場床を固定具で連結した異なる態様を示す断面図である。
【図２０】隣接する枠フレーム材どうしを連結する隅部連結構造を示す斜視図であって、
図（Ａ）は連結前の状態を示し、図（Ｂ）は連結後の状態を示すものである。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　本発明に係る浴室ユニットの洗い場構造（以下、「本発明洗い場構造」という。）を図
面に示す実施形態に基づいて説明する。なお、以下の説明において、「前」「後」「左」
「右」「上」「下」は、図面に示されたものに拠る。
【００２３】
　本発明洗い場構造１は、図１に示す如く、洗い場床設置域Ａの周辺の下側を構成する支
持フレーム２と、支持フレーム２に支持させた壁パネル３及び出入口扉（図示略）と、支
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持フレーム２に支持させた洗い場床４を備えている。支持フレーム２は、洗い場域Ａにお
ける浴槽設置域Ｂに隣接する一辺（左側）の下側を構成する一辺構成用枠フレーム材５と
、洗い場域Ａにおける他の三辺（前・後・右側）の下側を構成する三辺構成用枠フレーム
材６，７，８とを連結したものである。支持フレーム２に支持させた洗い場床４は、支持
フレーム２に連結して浮き上がらないようにしてある。一辺構成用枠フレーム材５は、浴
室仕様に応じて省略されることもある。
【００２４】
　浴槽設置域Ｂに隣接する前記一辺構成用枠フレーム材５は、図１及び図３に示す如く、
洗い場床４が載置される水平な床載置用片部１０と、床載置用片部１０の外縁から上方へ
延びる鉛直な起立片部１１と、起立片部１１の上縁から外側へ延びるエプロン設置用の伏
倒片部１４とが連続的に形成されている。前記三辺構成用枠フレーム材６（７，８）の各
々は、洗い場床４が載置される水平な床載置用片部１０と、床載置用片部１０の外縁から
上方へ延びる起立片部１１と、起立片部１１の上縁から外側へ延びる水平な壁パネル載置
用の伏倒片部１２と、伏倒片部１２の外縁から上方へ延びる壁パネル位置決め片部１３が
連続的に形成されている。各枠フレーム材５（６，７，８）は、亜鉛メッキ鋼板又はステ
ンレス鋼板等からなる板材を折曲げ加工する等して形成され、洗い場床設置域Ａの大きさ
に応じてその長さが決定される。
【００２５】
　なお、各枠フレーム材５（６，７，８）は、図９に示す如く、床載置用片部１０の内側
縁から上方へ延びる延長起立片部１５を設け、床載置用片部１０の曲げ剛性を大きくした
り、床載置用片部１０に排水用凹溝１９を形成できるようにすることもある。排水用凹溝
１９を形成するときには、床載置用片部１０に排水用傾斜を設けることもある。
【００２６】
　前記洗い場床４は、図２に示す如く、合成樹脂素材又は金属素材等から成形され、床面
部４ａの裏面側周辺に下方へ延びる設置用起立片部４ｂが形成され、設置用起立片部４ｂ
を、支持フレーム２を構成する各枠フレーム材５（６，７，８）の床載置用片部１０に載
置してある。洗い場床４は、図示は省略したが、床面部４ａの裏面側に補強用リブを設け
て床面部４ａの曲げ剛性を大きくすることもある。
【００２７】
　支持フレーム２に洗い場床４を連結する床用連結構造１６は、図１に示す如く、洗い場
床４の前後側の複数箇所（本例では計４箇所）に設けてある。各床用連結構造１６は、図
２に示す如く、洗い場床４の床面部４ａ又は補強用リブ（図示略）から下方へ突設したフ
ック状の一方の係合部１７と、前後の三辺構成用枠フレーム材６，８の床載置用片部１０
に開設した凹状又は孔状の他方の係合部１８（図６参照）を備え、他方の係合部１８へ一
方の係合部１７の先端引掛け部１７ａを挿通させるようにして、洗い場床４を枠フレーム
材６，８の各床載置用片部１０に載置し、その後に洗い場床４を浴槽設置域Ｂ（図１参照
）へ向かう左側へ移動させるか又は浴槽設置域Ｂから離れる右側へ移動させて（図示略）
、一方の係合部１７の先端引掛け部１７ａを他方の係合部１８の開口縁部１８ａに係合さ
せることで洗い場床４を浮き上がらないように連結してある。各床用連結構造１６は、洗
い場床４を取外すとき、支持フレーム２に連結されている洗い場床４を浴槽設置域Ｂ（図
１参照）から離れる右側へ移動させるか又は浴槽設置域Ｂへ向かう左側へ移動させて、他
方の係合部１８の開口縁部１８ａに対する一方の係合部１７の先端引掛け部１７ａの係合
を解き、その後に洗い場床４を持ち上げることで支持フレーム２から分離させることがで
きる。
【００２８】
　支持フレーム２に洗い場床４を連結する床用連結構造１６の別態様としては、図示は省
略したが、他方の係合部１８を凹状又は孔状で形成することなく床載置用片部１０の直線
状の縁部で形成すると共に、一方の係合部１７の弾性変形で先端引掛け部１７ａ側を前後
方向へ偏倚できるように形成し、洗い場床４を枠フレーム材６，８の各床載置用片部１０
に載置するときに、他方の係合部１８（床載置用片部１０の直線状の縁部）に一方の係合
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部１７における先端引掛け部１７ａより先端側のテーパー部を押圧接触させて一方の係合
部１７を弾性変形させつつ下方へ移動させ、テーパー部が他方の係合部１８を超えて一方
の係合部１７の先端引掛け部１７ａを他方の係合部１８に無理ばめ係合させることで洗い
場床４を浮き上がらないように連結させるようにすることもある。
【００２９】
　本発明洗い場構造１は、洗い場床４に設けた一方の係合部１７と枠フレーム材８（６）
に設けた他方の係合部１８を離脱させて洗い場床４を撤去することで、洗い場床４の床下
点検等が可能となる。
【００３０】
　本発明洗い場構造１は、支持フレーム２の床載置用片部１０に載置した洗い場床４を床
載置用片部１０に床用連結構造１６で連結することで、洗い場床４の固定を壁パネル３に
依存させることがなくなるため、壁パネル３について洗い場床４を固定するための壁強度
の確保が不要になると共に、壁パネル３に洗い場床４を接近させる必要がなくなるため、
壁パネル３に傷を付け難い施工態様にすることができる。
【００３１】
　前記支持フレーム２は、図１に示す如く、四隅に枠フレーム材用連結構造２０を設けて
、施工現場において隣接する枠フレーム材どうしの連結を容易にしてある。各連結構造２
０は、図７に示す如く、隣接する一方の枠フレーム材６（８）の起立片部１１又は伏倒片
部１２から延びる立ち片部２１に設けた一方の係合部２２と、隣接する他方の枠フレーム
材７（５）の起立片部１１に設けた他方の係合部２３を備え、両方の係合部２２，２３を
係合させて枠フレーム材どうし（６と７又は６と５）（８と７又は８と５）を連結して枠
フレーム材どうしの鉛直方向の分離を拘束するようにしてある。
【００３２】
　前記枠フレーム材用連結構造２０は、本例では、図７の図（Ａ）～図（Ｅ）に示す如く
、一方の係合部２２を、立ち片部２１に切起し等で突設して水平方向へ延ばした片側持ち
状態の係合用片部２２Ａで形成すると共に、他方の係合部２３を、起立片部１１に開設し
た係合用開口部２３Ａで形成し、枠フレーム材６（８）を隣接する枠フレーム材７（５）
へ向かって水平移動（図４に示す矢符Ｃ（Ｄ）への移動）させて係合用開口部２３Ａに係
合した係合用片部２２Ａと立ち片部２１とで係合用開口部２３Ａの縁部２３Ａａを挟持し
て係合させてある。別態様の連結構造２０としては、図７（Ｆ）に示す如く、一方の係合
部２２を、他方の枠フレーム材７（５）の起立片部１１に切起し等で突設して水平方向へ
延ばした片側持ち状態の係合用片部２２Ａで形成すると共に、他方の係合部２３を、一方
の枠フレーム材６（８）の立ち片部２１に開設した係合用開口部２３Ａで形成し、係合用
開口部２３Ａに係合した係合用片部２２Ａと起立片部１１で係合用開口部２３Ａの縁部２
３Ａａを挟持して係合させることもある。
【００３３】
　前記枠フレーム材用連結構造２０の異なる態様としていは、図８に示す如く、一方の係
合部２２を、立ち片部２１に切起し等で突設して鉛直方向に沿って下方へ延ばした片側持
ち状態の係合用片部２２Ａで形成すると共に、他方の係合部２３を、起立片部１１に開設
した係合用開口部２３Ａで形成し、枠フレーム材６（８）を上方から隣接する枠フレーム
材７（５）へ向かう下方へ移動させて係合用開口部２３Ａに係合した係合用片部２２Ａと
立ち片部２１とで係合用開口部２３Ａの縁部２３Ａａを挟持して係合させてある。
【００３４】
　図９は、各枠フレーム材５（６，７，８）の床載置用片部１０の内側縁から上方へ延び
る延長起立片部１５を設けたときの枠フレーム材用連結構造２０を示している。
【００３５】
　前記支持フレーム２は、隣接する枠フレーム材どうし（５と６、６と７、７と８、又は
８と５）の内隅部を、図２０に示す隅部連結構造９１で連結して隣接した枠フレームどう
しを分離し難くすることもある。隅部連結構造９１は、平面Ｌ字状の連結具９２を備え、
連結具９２に設けた二箇所の一方の係合部９３と、枠フレーム材５，８の各起立片部１１
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に設けた他方の係合部９４とを備え、両方の係合部９３，９４を係合させて起立片部１１
，１１どうしを連結するようにしてある。一方の係合部９３は、連結具９２の各垂直片部
９２ａに切起し等で突設して下方へ延ばした片側持ち状態の係合用片部９３Ａで形成する
と共に、他方の係合部９４を、起立片部１１に開設した係合用開口部９４Ａで形成し、連
結具９２を鉛直方向（矢符Ｈの方向）へ移動させて係合用片部９３Ａを係合用開口部９４
Ａへ差し込んで、連結具９２の係合用片部９３Ａと垂直片部９２ａとで起立片部１１の係
合用開口部９４Ａの縁部９４Ａａを挟持して係合させるようにしてある。隣接する枠フレ
ーム材６と７、７と８又は８と５どうしの内隅部の連結についても、隅部連結構造９１で
同様に行われる。
【００３６】
　図２０に示す隣接する枠フレーム材５，８どうしを前記枠フレーム材用連結構造２０及
び隅部連結構造９１で連結したときには、枠フレーム材用連結構造２０を連結するときに
枠フレーム材８を移動させる水平方向（矢符Ｄの方向）と、隅部連結構造９１を連結する
ときに連結具９２を移動させる鉛直方向（矢符Ｈの方向）とが直交するため、隣接する枠
フレーム材５，８どうしが分離し難くなる。
【００３７】
　本発明洗い場構造１は、図６に示す如く、対峙する枠フレーム材５，７どうしを強固に
連結するために第１補強フレーム材２６，２６を備え、各第１補強フレーム材２６の両端
側を枠・補強フレーム材用連結構造２７で枠フレーム材５，７に連結してある。
【００３８】
　第１補強フレーム材２６は、図１０に示す如く亜鉛メッキ鋼板又はステンレス鋼板等か
らなる板材を折曲げ加工する等して形成され、底片部３１と、底片部３１の両長手縁から
上方へ延びる起立片部３２，３２と、各起立片部３２の長手上縁から外側へ延びる水平な
鍔片部３３とが連続的に形成されている。第１補強フレーム材２６は、脚用切起し部４１
及び延長用脚部４２を設けるためのフレームとなっている。
【００３９】
　枠・補強フレーム材用連結構造２７は、枠フレーム材５，７の床載置用片部１０に設け
た一方の係合部２８と、第１補強フレーム材２６の鍔片部３３に設けた他方の係合部２９
で形成し、対峙する枠フレーム材５，７の長手方向に沿った第１補強フレーム材２６の移
動（図１１及び図４中の矢符Ｅ方向への移動）で両方の係合部２８，２９を係合させて、
連結した枠フレーム材５，７と第１補強フレーム材２６の鉛直方向の分離を拘束すると共
に、対峙する枠フレーム材５，７どうしの接離方向への移動を第１補強フレーム材２６で
拘束するようにしてある。
【００４０】
　前記枠・補強フレーム材用連結構造２７は、本例では、図１０及び図１１に示す如く、
一方の係合部２８を、各枠フレーム材５（７）の床載置用片部１０に切起し等で突設して
各枠フレーム材５（７）の長手方向に沿って水平方向へ延ばした片側持ち状態の係合用片
部２８Ａで形成すると共に、他方の係合部２９を、第１補強フレーム材２６の鍔片部３３
に開設した凹状及び起立片部３２と鍔片部３３に開設した孔状の係合用開口部２９Ａで形
成し、対峙する枠フレーム材５，７の長手方向に沿った第１補強フレーム材２６の移動（
図１１及び図４中の矢符Ｅ方向への移動）により、係合用開口部２９Ａに係合した係合用
片部２８Ａと床載置用片部１０で係合用開口部２９Ａの縁部２９Ａａを挟持して係合させ
てある。別態様の枠・補強フレーム材用連結構造２７としては、図示は省略したが、一方
の係合部２８を、各枠フレーム材５（７）の床載置用片部１０に開設した係合用開口部で
形成すると共に、他方の係合部２９を、第１補強フレーム材２６の鍔片部３３に切起し等
で突設して第１補強フレーム材２６の短手方向に沿って水平方向へ延ばした片側持ち状態
の係合用片部で形成し、係合用開口部に係合した係合用片部と鍔片部３３で係合用開口部
の縁部を挟持して係合させることもある。
【００４１】
　本発明洗い場構造１は、対峙する枠フレーム材５，７の床載置用片部１０，１０どうし
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を第１補強フレーム材２６で強固に連結することで、枠フレーム材５，７で枠組みされた
支持フレーム２の強度を増大できる。
【００４２】
　本発明洗い場構造１は、図６及び図１３に示す如く、第１補強フレーム材２６に対峙す
る枠フレーム材８（６）と第１補強フレーム材２６を強固に連結するために第２補強フレ
ーム材３５を備え、枠フレーム材８（６）に第２補強フレーム材３５を枠・補強フレーム
材用連結構造２７で連結すると共に、第１補強フレーム材２６に第２補強フレーム材３５
を補強フレーム材どうし用連結構造３７で連結してある。第２補強フレーム材３５は、第
１補強フレーム材２６と同様の横断面形状になっており、第１補強フレーム材２６と枠フ
レーム材８（６）を跨ぐ長手寸法となっている。
【００４３】
　前記枠・補強フレーム材用連結構造２７は、図１３に示す如く、枠フレーム材８（６）
の床載置用片部１０に設けた一方の係合部２８と第２補強フレーム材３５の鍔片部３３に
設けた他方の係合部２９で形成し、対峙する枠フレーム材８（６）と第１補強フレーム材
２６の長手方向に沿った第２補強フレーム材３５の移動（図１３（Ａ）及び図４中の矢符
Ｆ方向への移動）で両方の係合部２８，２９を係合させて、連結した枠フレーム材８（６
）と第２補強フレーム材３５の鉛直方向の分離を拘束するようにしてある。
【００４４】
　前記枠・補強フレーム材用連結構造２７は、本例では、図１３に示す如く、一方の係合
部２８を、各枠フレーム材８（６）の床載置用片部１０に切起し等で突設して各枠フレー
ム材５（７）の長手方向に沿って水平方向へ延ばした片側持ち状態の係合用片部２８Ａで
形成すると共に、他方の係合部２９を、第２補強フレーム材３５の鍔片部３３に開設した
凹状及び起立片部３２と鍔片部３３に開設した孔状の係合用開口部２９Ａで形成し、対峙
する枠フレーム材８（６）及び第１補強フレーム材２６の長手方向に沿った第２補強フレ
ーム材３５の移動（図１３（Ａ）及び図４中の矢符Ｆ方向への移動）で係合用開口部２９
Ａに係合した係合用片部２８Ａと床載置用片部１０で係合用開口部２９Ａの縁部２９Ａａ
を挟持して係合させてある。別態様の枠・補強フレーム材用連結構造２７としては、図示
は省略したが、一方の係合部２８を、各枠フレーム材８（６）の床載置用片部１０に開設
した係合用開口部で形成すると共に、他方の係合部２９を、第２補強フレーム材３５の鍔
片部３３に切起し等で突設して第２補強フレーム材３５の短手方向に沿って水平方向へ延
ばした片側持ち状態の係合用片部で形成し、係合用開口部に係合した係合用片部と鍔片部
３３で係合用開口部の縁部を挟持して係合させることもある。
【００４５】
　前記補強フレーム材どうし用連結構造３７は、図１３に示す如く、第１補強フレーム材
２６に設けた一方の係合部３８と第２補強フレーム材３５の端側に設けた他方の係合部３
９で形成し、対峙する枠フレーム材８（６）と第１補強フレーム材２６の長手方向に沿っ
た第２補強フレーム材３５の移動（図１３（Ａ）及び図４中の矢符Ｆ方向への移動）で両
方の係合部２８，２９を係合させて、連結した枠フレーム材８（６）と第２補強フレーム
材３５の鉛直方向の分離を拘束すると共に、前記枠・補強フレーム材用連結構造２７と相
まって対峙する枠フレーム材８（６）と第１補強フレーム材２６の接離方向への移動を第
２補強フレーム材３５で拘束するようにしてある。
【００４６】
　前記補強フレーム材どうし用連結構造３７は、本例では、図１３に示す如く、一方の係
合部３８を、第１補強フレーム材２６の鍔片部３３に切起し等で突設して第１補強フレー
ム材２６の長手方向に沿って水平方向へ延ばした片側持ち状態の係合用片部３８Ａで形成
すると共に、他方の係合部３９を、第２補強フレーム材３５の鍔片部３３に開設した凹状
及び孔状の係合用開口部３９Ａで形成し、対峙する枠フレーム材８（６）及び第１補強フ
レーム材２６の長手方向に沿った第２補強フレーム材３５の移動（図１３（Ａ）及び図４
中の矢符Ｆ方向への移動）で係合用開口部３９Ａに係合した係合用片部３８Ａと鍔片部３
３で係合用開口部３９Ａの縁部３９Ａａを挟持して係合させてある。別態様の補強フレー
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ム材どうし用連結構造３７としては、図示は省略したが、一方の係合部３８を、第１補強
フレーム材２６の鍔片部３３に開設に開設した凹状及び孔状の係合用開口部で形成すると
共に、他方の係合部３９を、第２補強フレーム材３５の鍔片部３３に切起し等で突設して
第２補強フレーム材３５の短手方向に沿って水平方向へ延ばした片側持ち状態の係合用片
部で形成し、係合用開口部に係合した係合用片部と鍔片部３３で係合用開口部の縁部を挟
持して係合させることもある。
【００４７】
　本発明洗い場構造１は、対峙する第１補強フレーム材２６と枠フレーム材８（６）を第
２補強フレーム材３５で強固に連結することで、枠フレーム材５～８で枠組みされた支持
フレーム２の強度を増大できる。
【００４８】
　本発明洗い場構造１は、図６に示す如く、対峙する第１補強フレーム材２６，２６どう
しを第３補強フレーム材４４で強固に連結すると共に、第３補強フレーム材４４と枠フレ
ーム材７を第４補強フレーム材４５で強固に連結して、枠フレーム材５～８で枠組みされ
た支持フレーム２の強度を増大させてある。第１補強フレーム材２６と第３補強フレーム
材４４の連結連結は、前記補強フレーム材どうし用連結構造３７を採用し、図４に示す如
く、対峙する第１補強フレーム材２６，２６の間で第３補強フレーム材４４を第１補強フ
レーム材２６の長手方向に沿って移動（図４中の矢符Ｆ方向への移動）させて連結するよ
うにしてある。また、図６に示す如く、第３補強フレーム材４４と第４補強フレーム材４
５の連結は、前記補強フレーム材どうし用連結構造３７を採用すると共に、第４補強フレ
ーム材４５と枠フレーム材７の連結は、前記枠・補強フレーム材用連結構造２７を採用し
、図４に示す如く、対峙する第３補強フレーム材４４と枠フレーム材７の間で第４補強フ
レーム材４５を第３補強フレーム材４４及び枠フレーム材７の長手方向に沿った移動（図
４中の矢符Ｅ方向への移動）で連結するようにしてある。
【００４９】
　本発明洗い場構造１は、図４に示す如く、第１～４補強フレーム部材２６，３５，４４
，４５を連結するときの第１～４補強フレーム部材２６，３５，４４，４５の係合のため
の移動方向について、直交する異なる方向（図４中の矢符Ｅと矢符Ｆ）を採用することで
、強固に連結した支持フレーム２を得ることができる。なお、第１～４補強フレーム部材
２６，３５，４４，４５の係合のための移動方向については、上記以外に図示は省略した
が、第１補強フレーム部材２６及び第４補強フレーム部材４５の何れか一方を図４中の矢
符Ｅとすると共に他方を矢符Ｅと逆方向とし、また、第２補強フレーム部材３５及び第３
補強フレーム部材４４の何れか一方を図４中の矢符Ｆとすると共に他方を矢符Ｆと逆方向
とすることで、強固に連結した支持フレーム２を得るようにすることもある。
【００５０】
　本発明洗い場構造１は、図１０（Ｂ）（Ｃ）及び図１２（Ａ）に示す如く、第１補強フ
レーム材２６に脚用切起し部４１を形成して、脚部材点数を低減させると共に、脚用切起
し部４１に連結する延長用脚部４２を短くできるようにしてある。脚用切起し部４１は、
第１補強フレーム材２６の底片部３１の一部を切起して形成し、背丈の高い片側持ち状態
の態様（図１０（Ｂ）（Ｃ））、又は背丈が低いが座屈強度の大きな両側持ち状態の態様
（図１２（Ａ））がある。これら両態様は、単独で脚部として施工床に設置することもで
き、施工現場における作業工数を低減できる。なお、本発明洗い場構造１は、図１２（Ｂ
）に示す如く、第１補強フレーム材２６の底片部３１に、高さ調節可能なボルト・ナット
の組み合わせ等からなる脚部４２を直接連結させることもある。
【００５１】
　本発明洗い場構造１は、図３に示す如く、支持フレーム２を設置した洗い場床設置域Ａ
に隣接する浴槽設置域Ｂに浴槽設置用フレーム４７を配置してある。浴槽設置用フレーム
４７は、支持フレーム２に連結した支持フレーム材４８，４８と、支持フレーム材４８，
４８どうしを連結する補強フレーム材４９とからなり、支持フレーム材４８，４８で浴槽
（図示略）を支持するようにしてある。各支持フレーム材４８は、図１４に示す如く、亜
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鉛メッキ鋼板又はステンレス鋼板等からなる板材を折曲げ加工する等して形成され、天片
部５１と、天片部５１の両長手縁から下方へ延びる起立片部５２，５２と、各起立片部５
２の長手下縁から外側へ延びる水平な鍔片部５３と、天片部５１の洗い場床設置域Ａ寄り
の短手縁から上方へ延びる延長起立片部５４と、延長起立片部５４の上端縁から外側へ延
びる水平な連結片部５５とが連続的に形成されている。各支持フレーム材４８は、連結片
部５５と支持フレーム２の枠フレーム材５との間に設けた浴槽設置用フレーム連結構造５
６で連結されている。浴槽設置フレーム用連結構造５６は、支持フレーム材４８の連結片
部５５に切起し等で突設して支持フレーム材４８の長手方向に沿って水平方向へ延ばした
片側持ち状態の係合用片部５７と、枠フレーム材５の床載置用片部１０に開設した凹状又
は孔状の係合用開口部５８で形成され、支持フレーム材４８の長手方向に沿った移動（図
１４（Ａ）中の矢符Ｇ方向への移動）で係合用開口部５８に係合した係合用片部５７と連
結片部５５で係合用開口部５８の縁部５８ａを挟持して係合させてある。
【００５２】
　図３に示す支持フレーム材４８と補強フレーム材４９の連結は、前記補強フレームどう
し用連結構造３７（図１３参照）を採用してある。浴槽設置用フレーム４７は、支持フレ
ーム材４８に高さ調節可能なボルト・ナットの組み合わせ等からなる脚部５９を取付けて
ある。なお、脚部５９は、図１０（Ｂ）（Ｃ）及び図１２（Ａ）に示す第１補強フレーム
材２６の場合と同様に、支持フレーム材４８に形成した脚用切起し部（図示略）等で形成
することも可能である。
【００５３】
　本発明洗い場構造１は、図１５に示す如く、支持フレーム２に取付け具６２を介して排
水具６１を取付けてある。取付け具６２は、排水具６１を嵌合状態で接合させる接合片部
６３と、支持フレーム２の枠フレーム材５の床載置用片部１０に連結する連結片部６４を
備えている。床載置用片部１０に連結片部６４を連結する排水具用連結構造６５は、取付
け具６２の連結片部６４に切起し等で突設して枠フレーム材５の長手方向に沿って水平方
向へ延ばした片側持ち状態の係合用片部６７と、支持フレーム２の枠フレーム材５の床載
置用片部１０に開設した凹状又は孔状の係合用開口部６８で形成され、枠フレーム材５の
長手方向に沿った取付け具６２の移動（図１５（Ａ）中の矢符Ｈ方向への移動）で係合用
開口部６８に係合した係合用片部６７と連結片部６４で係合用開口部６８の縁部６８ａを
挟持して係合させてある。なお、支持フレーム２に取付け具６２は、図示は省略したが、
枠フレーム材５と一体に形成することも可能である。
【００５４】
　本発明洗い場構造１は、図１６及び図１７に示す如く、支持フレーム２に環状パッキン
７１を嵌装して防水性を高めることもある。環状パッキン７１は、支持フレーム２の一辺
を形成する枠フレーム5 及び三辺を形成する枠フレーム６，７，８の各床載置用片部１０
、各起立片部１１、各伏倒片部１２，１４に当接して覆う環状の覆い部７２と、覆蓋部７
２の底片部７２ａから一体に立設する環状のシール部７３を備え、環状のシール部７３と
覆い部７２の底片部７２ａ及び起立片部７２ｂとで環状の排水凹溝７４を形成してある。
環状のシール部７３は、適度の弾性を有するように中空状に形成され、洗い場床４の床面
部４ａの下面に水密状態で圧接させるようにしてある。排水凹溝７４の適所には、底片部
７２ａから延設した排水管（図示略）が接続される。環状パッキン７１は、環状の排水凹
溝７４内に洗い場床４の環状の設置用起立部４ｂを位置させ、洗い場床４から漏れる排水
や湿気を環状の排水凹溝７４で受け止めて外部へ排出させることで、洗い場床４の下側を
湿らせないようにしてある。
【００５５】
　本発明洗い場構造１は、環状パッキン７１の起立片部７２ｂと洗い場床４の設置用起立
部４ｂの間の隙間にコーキング材（図示略）を充填して止水することもある。
【００５６】
　支持フレーム２に洗い場床４を連結固定する構造は、図２に示す床用連結構造１６以外
に、図１８（Ａ）（Ｂ）に示す床用連結構造７６、図１８（Ｃ）に示す床用連結構造７７
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又は図１９（Ａ）（Ｂ）に示す床用連結構造７８を選択することもある。
【００５７】
　図１８（Ａ）（Ｂ）に示す床用連結構造７６は、洗い場床４の下面側に設けた一方の係
合部８７と、枠フレーム材６（５，７，８）の床載置用片部１０の適所に設けた他方の係
合部８８とからなり、一方の係合部８７が先端に拡径部８７Ａａを設けた棒状係合具８７
Ａで形成されると共に、他方の係合部８８が枠フレーム材６（５，７，８）の床載置用片
部１０に係合具用連結構造９６で連結したコ字状の板状係合具８８Ａで形成され、板状係
合具８８Ａに設けた嵌挿孔８８Ａａに棒状係合具８７Ａの拡径部８７Ａａを無理ばめ嵌合
させることで着脱自在に係合させ、洗い場床４の水平方向の移動と浮き上がりを防止する
ようにしてある。洗い場床４は、無理に持ち上げると、床用連結構造７６の係合を解いて
撤去することが可能となる。
【００５８】
　前記係合具用連結構造９６は、板状係合具８８Ａの下片部８８Ａｂ又は枠フレーム材６
（５，７，８）の床載置用片部１０に切起し等で突設して水平方向へ延ばした係合用片部
９７と、枠フレーム材６（５，７，８）の床載置用片部１０又は板状係合具８８Ａの下片
部８８Ａｂに開設した係合用開口部９８とで構成し、係合用開口部９８に係合した係合用
片部９７と下片部８８Ａｂ又は床載置用片部１０で係合用開口部９８の縁部９８ａを挟持
して係合させるようにしてある。
【００５９】
　図１８（Ｃ）に示す床用連結構造７７は、洗い場床４の下面側に設けた一方の係合部８
７と、枠フレーム材６（５，７，８）の床載置用片部１０の適所に設けた他方の係合部８
９とからなり、一方の係合部８７が先端に拡径部８７Ａａを設けた棒状係合具８７Ａで形
成されると共に、他方の係合部８９が枠フレーム材６（５，７，８）の床載置用片部１０
に穿設した嵌挿孔８９ａで形成され、嵌挿孔８９ａに棒状係合具８７Ａの拡径部８７Ａａ
を無理ばめ嵌合させることで着脱自在に係合させて、洗い場床４の水平方向の移動と浮き
上がりを防止するようにしてある。
【００６０】
　図１９（Ａ）（Ｂ）に示す床用連結構造７８は、洗い場床４の下面側に適数個の係合具
９９を取着し、係合具９９と洗い場床４の設置用起立部４ｂで枠フレーム材７（５，６，
８）の床載置用片部１０を挟んで、洗い場床４の浮き上がりを防止するようにしてある。
この床用連結構造７８は、枠フレーム材７（５，６，８）に凹状又は孔状の係合部（図２
（Ａ）に図示の係合部１８を参照）を設けずに係合させることができる。図１９（Ｂ）に
示す態様は、枠フレーム材７（５，６，８）の床載置用片部１０の内側縁から上方へ延び
る延長起立片部１５（図９参照）を設けて排水用凹溝１９を形成し、洗い場床４から漏れ
る排水を排水用凹溝１９で受け止め、排水用凹溝１９から延びる排水具１００で外部へ排
出できるようにしてある。
【００６１】
　支持フレーム２に洗い場床４を着脱自在に連結する床用連結構造は、前記以外に、図示
は省略したが、支持フレーム２を構成する枠フレーム材５（６，７，８）の床載置用片部
１０と洗い場床４の下面側の間に面フアスナーを設けて構成することも可能である。
【００６２】
　本発明洗い場構造１は、環状パッキン７１を設けない場合に、支持フレーム２の枠フレ
ーム材５，６，７，８の各起立片部１１と洗い場床４の設置用起立部４ｂの間の隙間にコ
ーキング材（図示略）を充填して止水することもある。
【符号の説明】
【００６３】
１…本発明洗い場構造、２…支持フレーム、３…壁パネル、４…洗い場床、４ａ…床面部
、４ｂ…設置用起立部、５…一辺構成用枠フレーム材、６…三辺構成用枠フレーム材、７
…三辺構成用枠フレーム材、８…三辺構成用枠フレーム材、１０…床載置用片部、１１…
起立片部、１２…伏倒片部（壁パネル載置用）、１３…壁パネル位置決め片部、１４…伏
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倒片部（エプロン設置用）、１５…延長起立片部、１６…床用連結構造、１７…一方の係
合部、１７ａ…先端引掛け部、１８…他方の係合部、１８ａ…開口縁部、１９…排水用凹
溝、２０…枠フレーム材用連結構造、２１…立ち片部、２２…一方の係合部、２２Ａ…係
合用片部、２３…他方の係合部、２３Ａ…係合用開口部、２３Ａａ…縁部、２６…第１補
強フレーム材、２７…枠・補強フレーム材用連結構造、２８…一方の係合部、２８Ａ…係
合用片部、２９…他方の係合部、２９Ａ…係合用開口部、２９Ａａ…縁部、３１…底片部
、３２…起立片部、３３…鍔片部、３５…第２補強フレーム材、３７…補強フレームどう
し用連結構造、３８…一方の係合部、３８Ａ…係合用片部、３９…他方の係合部、３９Ａ
…係合用開口部、３９Ａａ…縁部、４１…脚用切起し部、４２…延長用脚部、４４…第３
補強フレーム、４５…第４補強フレーム材、４７…浴槽設置用フレーム、４８…支持フレ
ーム材、４９…補強フレーム材、５１…天片部、５２…起立片部、５３…鍔片部、５４…
延長起立片部、５５…連結片部、５６…浴槽設置フレーム用連結構造、５７…係合用片部
、５８…係合用開口部、５８ａ…縁部、５９…脚部、６１…排水具、６２…取付け具、６
３…接合片部、６４…連結片部、６５…排水具用連結構造、６７…係合用片部、６８…係
合用開口部、６８ａ…縁部、７１…環状パッキン、７２…覆い部、７２ａ…底片部、７２
ｂ…起立片部、７３…シール部、７４…排水凹溝、７６…床用連結構造、７７…床用連結
構造、よ８…床用連結構造、８７…一方の係合部、８７Ａ…棒状係合具、８７Ａａ…拡径
部、８８…他方の係合部、８８Ａ…板状係合具、８８Ａａ…嵌挿孔、８８Ａｂ…下片部、
８９…他方の係合部、８９ａ…嵌挿孔、９１…隅部連結構造、９２…連結具、９２ａ…垂
直片部、９３…一方の係合部、９３Ａ…係合用片部、９４…他方の係合部、９４Ａ…係合
用開口部、９４Ａａ…縁部、９６…係合具用連結構造、９７…係合用片部、９８…係合用
開口部、９８ａ…縁部、９９…係合具、１００…排水具
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